
規

則

福
島
県
企
業
局

訓

令

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
子
ど
も
手
当
に
係
る
知
事
の
権
限
の
委
任
に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
六
十
八
号

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
財
務
規
則(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
九
条
第
十
一
号
中｢

平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律(

平

成
二
十
二
年
法
律
第
十
九
号)

｣

を｢

平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る

特
別
措
置
法(

平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
七
号)

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

入
札
監
理
課)

福
島
県
規
則
第
六
十
九
号

子
ど
も
手
当
に
係
る
知
事
の
権
限
の
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

子
ど
も
手
当
に
係
る
知
事
の
権
限
の
委
任
に
関
す
る
規
則(

平
成
二
十
三
年
福
島
県
規
則
第
三
十
三

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中｢

平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
二
年
法

律
第
十
九
号)

｣

を｢

平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法(

平

成
二
十
三
年
法
律
第
百
七
号)

｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
お
け
る
平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関

す
る
法
律(

平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
九
号)

第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
る

同
法
第
六
条
第
一
項
の
認
定
及
び
同
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

(

職
員
業
務
課)

福
島
県
訓
令
第
二
十
一
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事
佐

藤

雄

平

福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
四
年
福
島
県
訓
令
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
２
の
表
人
事
総
室
の
部
職
員
業
務
課
の
項
４
中｢平

成
22年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手

当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
(平
成
22年

法
律
第
19号

)
｣

を｢平
成
23年

度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の

支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
(平
成
23年
法
律
第
107号

)
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

行
政
経
営
課)

福
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

平
成
23年
９
月
27日
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

一

○
子
ど
も
手
当
に
係
る
知
事
の
権
限
の
委

任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

一

訓

令

○
福
島
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
訓
令

一

福
島
県
企
業
局

○
福
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

一

福
島
県
病
院
局

○
福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

二

福
島
県
教
育
委
員
会

○
福
島
県
教
育
庁
本
庁
事
務
決
裁
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
訓
令

二
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福
島
県
病
院
局

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

福
島
県
企
業
局
管
理
規
程
第
９
号

福
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
県
企
業
局
財
務
規
程
(昭
和
44年
福
島
県
企
業
局
管
理
規
程
第
８
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
｡

第
62条
第
11号
中
｢平
成
22年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
(平
成
22年
法

律
第
19号
)
｣
を
｢平
成
23年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
(平
成
23

年
法
律
第
107号

)
｣
に
改
め
る
｡

附
則

こ
の
規
程
は
､
平
成
23年
10月
１
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(経
営
企
画
課
)

福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

平
成
23年
９
月
27日

福
島
県
病
院
事
業
管
理
者

�
地
英
夫

福
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
１
３
号

福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
(平
成
16年
福
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
５
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
｡

第
53条
第
１
項
第
10号
中
｢平
成
22年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る
法
律
(平
成

22年
法
律
第
19号
)
｣
を
｢平
成
23年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
(平

成
23年
法
律
第
107号

)
｣
に
改
め
る
｡

附
則

こ
の
規
程
は
､
平
成
23年
10月
１
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(病
院
総
務
課
)

福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号

教
育
庁
本
庁

福
島
県
教
育
庁
本
庁
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
七
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
庁
本
庁
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
教
育
庁
本
庁
事
務
決
裁
規
程(

平
成
十
五
年
福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
福
利
課
の
項
第
二
号
中｢

平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る

法
律(

平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
九
号)

｣

を｢

平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等

に
関
す
る
特
別
措
置
法(

平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
七
号)

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

教
育
総
務
課)
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